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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　層間絶縁膜内に形成されており、主成分であるＣｕに所定の添加元素を含む第一の銅合
金配線と、
　前記層間絶縁膜内に形成されており、前記第一の銅合金配線の上面と電気的に接続する
ビアと、
　前記第一の銅合金配線と前記ビアとの接続部において前記第一の銅合金配線と接触して
形成されている、窒素を含む第一のバリヤメタル膜とを、備えており、
　前記所定の添加元素の濃度は、
　０．０４ｗｔ％以下であり、
　前記所定の添加元素の濃度は、
　０．０１ｗｔ％以上であり、
　前記所定の添加元素は、
　Ａｌ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｇａ、Ｓｎのいずれかである、
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第一のバリヤメタル膜の材質は、
　ＴａＮ、ＴａＳｉＮ、ＴｉＮ、ＷＮのいずれかである、
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
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　前記層間絶縁膜は、
　ＳｉＯＣ膜である、
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記層間絶縁膜内において前記第一の銅合金配線より上層に配設されており、前記ビア
の上面と電気的に接続している第二の銅合金配線を、さらに備えており、
　前記第一の銅合金配線、前記第二の銅合金配線および前記ビアは、主成分であるＣｕに
所定の添加元素を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記層間絶縁膜と前記ビアとの間において、前記層間絶縁膜に接触する前記第一のバリ
ヤメタル膜と、
　前記層間絶縁膜と前記ビアとの間において、前記ビアに接触する窒素を含まない第二の
バリヤメタル膜とを、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記層間絶縁膜内において前記第一の銅合金配線より上層に配設されており、前記ビア
の上面と電気的に接続する配線を、さらに備えており、
　前記第一のバリヤメタル膜は、
　前記層間絶縁膜と前記配線との間において、前記層間絶縁膜に接触するように形成され
ており、
　前記第二のバリヤメタル膜は、
　前記層間絶縁膜と前記配線との間において、前記配線に接触するように形成されている
、
ことを特徴とする請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第一のバリヤメタルに含まれる窒素の濃度は、
　１０原子％以上、４０原子％以下である、
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第一のバリヤメタル膜の膜厚は、
　１ｎｍ以上、１０ｎｍ以下である、
ことを特徴とする請求項５または請求項６に記載の半導体装置。
【請求項９】
　（Ａ）第一の層間絶縁膜内に、銅を主成分としており、濃度が０．０４ｗｔ％以下の添
加元素を含む銅合金配線を形成する工程と、
　（Ｂ）前記第一の層間絶縁膜上に形成された第二の層間絶縁膜内において、前記銅合金
配線の上面を露出する接続孔を形成する工程と、
　（Ｃ）前記接続孔の底面および側面に窒素を含む第一のバリヤメタル膜を形成する工程
と、
　（Ｄ）前記工程（Ｃ）の後に、前記接続孔に導電体を充填する工程とを、備えており、
　前記所定の添加元素の濃度は、
　０．０１ｗｔ％以上であり、
　前記所定の添加元素は、
　Ａｌ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｇａ、Ｓｎのいずれかである、
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　（Ｅ）前記接続孔の底部に形成されている第一のバリヤメタル膜および前記銅合金配線
の一部を除去する工程と、
　（Ｆ）前記工程（Ｅ）後に、前記接続孔の底部および側面部に窒素を含まない第二のバ
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リヤメタル膜を形成する工程とを、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項９に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　（Ｋ）前記第一のバリヤメタル膜上に、窒素を含まない第二のバリヤメタル膜を形成す
る工程と、
　（Ｌ）前記接続孔の底部に形成されている前記第一のバリヤメタル膜、前記第二のバリ
ヤメタル膜および前記銅合金配線の一部を除去する工程と、
　（Ｍ）前記工程（Ｌ）後に、前記接続孔の底部および側面部に窒素を含まない第三のバ
リヤメタル膜を形成する工程とを、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項９に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体装置および半導体装置の製造方法に係る発明であり、特に、銅合金
配線およびこれに接続するビアを有する半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速動作・低消費電力化が要求される半導体装置では、配線部での信号遅延や電力消費
を抑制するため、低抵抗の銅を用いた多層配線構造が用いられている。しかし、半導体装
置の微細化により銅配線に流れる電流密度が増大し、エレクトロマイグレーション（Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｍｉｇｒａｔｉｏｎ、以下ＥＭと称する）に対する銅配線の信頼性が問題とな
っている。
【０００３】
　ＥＭは、銅配線に電流を流すと、電子流に押されて銅原子が移動する現象である。銅配
線でＥＭ耐性が最も問題となるのは、上下配線を結ぶ層間接続（ビア）の底部と下層の銅
配線との接触面である。ＥＭ現象が起こると銅配線中の銅原子が移動し、銅配線の当該接
触面付近において空洞（ボイド）が形成される。そして、当該ボイド形成の結果、銅配線
とビアとの間で断線が生じる。
【０００４】
　当該ＥＭ現象による銅配線－ビア間の断線を防止するために、従来では、銅配線に流す
電流値を制限していた。また、主成分である銅にアルミニウム等の添加元素を加えた銅合
金配線が採用されていた。当該銅合金配線について開示のある文献として、非特許文献１
がある。当該銅合金配線は、純銅配線の場合よりもＥＭ耐性が優れている。
【０００５】
　非特許文献１では、主成分である銅に添加元素としてＡｌ，Ｓｎ，Ｔｉを加えた銅合金
配線の採用により、ＥＭ耐性を向上させる技術が開示されている。なお、銅合金配線につ
いて開示されているその他の先行技術として、特許文献１および特許文献２がある。
【０００６】
　ここで、特許文献１には、層間絶縁膜において銅合金配線と当該銅合金配線の上面と接
続するビアとが形成されており、当該銅合金配線と当該ビアとの接続面（接続部とも把握
できる）に、窒素を含むバリヤメタル膜が形成されている構造が開示されている。
【０００７】
　なお、銅合金配線（ビアも含む）と層間絶縁膜との間に存するバリヤメタル膜の構成に
おいても色々工夫されている。たとえばバリヤメタル膜として、層間絶縁膜との接着性の
良いＴａＮ，ＴｉＮ，ＷＮ等と、銅との接着性の良いＴａ，Ｔｉ，Ｗ等とを積層した積層
構造膜が採用されている（特許文献３）。
【０００８】
【非特許文献１】Ｔ．Ｔｏｎｅｇａｗａ　ｅｔ　ａｌ（ＮＥＣ），“Ｓｕｐｐｒｅｓｓｉ
ｏｎ　ｏｆ　Ｂｉｍｏｄａｌ　Ｓｔｒｅｓｓ－Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｖｏｉｄｉｎｇ　Ｕｓｉ
ｎｇ　Ｈｉｇｈｌｙ　Ｄｉｆｆｕｓｉｖｅ　Ｄｏｐａｎｔ　ｆｒｏｍ　Ｃｕ－Ａｌｌｏｙ
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　Ｓｅｅｄ　Ｌａｙｅｒ”，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇ　ｏｆ　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ
　２００３，ｐｐ．２１６－２１８
【特許文献１】特開２００２－７５９９５号公報
【特許文献２】特開平１１－３０７５３０号公報
【特許文献３】特開２００３－１２４３１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、上記特許文献１に開示されている構造の場合には、以下の問題が生じること
を発明者らの実験により明らかになった。つまり、銅合金配線とビアとの接続面に窒素を
含むバリヤメタル膜が形成されると、銅合金配線とビアとの間における電気抵抗が上昇し
、かつ当該電気抵抗にばらつきが生じることが明らかになった。
【００１０】
　そこで、本発明は、層間絶縁膜において銅合金配線と当該銅合金配線の上面と接続する
ビアとが形成されており、当該銅合金配線と当該ビアとの接続面（接続部とも把握できる
）に、窒素を含むバリヤメタル膜が形成されている構造を有する半導体装置であって、銅
合金配線とビアとの間における電気抵抗の上昇を抑制することができ、また当該電気抵抗
のばらつきも抑制することができる半導体装置を提供することを目的とする。また、当該
半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明では、層間絶縁膜内に形成されており、主成分で
あるＣｕに所定の添加元素を含む第一の銅合金配線と、前記層間絶縁膜内に形成されてお
り、前記第一の銅合金配線の上面と電気的に接続するビアと、前記第一の銅合金配線と前
記ビアとの接続部において前記第一の銅合金配線と接触して形成されている、窒素を含む
第一のバリヤメタル膜とを、備えており、前記所定の添加元素の濃度は、０．０４ｗｔ％
以下である。さらに、前記所定の添加元素の濃度は、０．０１ｗｔ％以上であり、前記所
定の添加元素は、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｇａ、Ｓｎのいずれかである。
【００１６】
　また、本発明では、（Ａ）第一の層間絶縁膜内に、銅を主成分としており、濃度が０．
０４ｗｔ％以下の添加元素を含む銅合金配線を形成する工程と、（Ｂ）前記第一の層間絶
縁膜上に形成された第二の層間絶縁膜内において、前記銅合金配線の上面を露出する接続
孔を形成する工程と、（Ｃ）前記接続孔の底面および側面に窒素を含む第一のバリヤメタ
ル膜を形成する工程と、（Ｄ）前記工程（Ｃ）の後に、前記接続孔に導電体を充填する工
程とを、備えている。前記所定の添加元素の濃度は、０．０１ｗｔ％以上であり、前記所
定の添加元素は、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｇａ、Ｓｎのいずれかである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明では、層間絶縁膜内に形成されており、主成分であるＣｕに所定の添加元素を含
む第一の銅合金配線と、前記層間絶縁膜内に形成されており、前記第一の銅合金配線の上
面と電気的に接続するビアと、前記第一の銅合金配線と前記ビアとの接続部において前記
第一の銅合金配線と接触して形成されている、窒素を含む第一のバリヤメタル膜とを、備
えており、前記所定の添加元素の濃度は、０．０４ｗｔ％以下である。さらに、前記所定
の添加元素の濃度は、０．０１ｗｔ％以上であり、前記所定の添加元素は、Ａｌ、Ｓｉ、
Ｇｅ、Ｇａ、Ｓｎのいずれかである。したがって、第一の銅合金配線とビアとの接続部に
おいて、窒素と添加元素との反応を抑制できる。つまり、高抵抗部の形成を抑制できる。
よって、当該接続部における電気抵抗の上昇および、当該電気抵抗のばらつきを抑制する
ことができる。
【００２５】
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　また、本発明では、（Ａ）第一の層間絶縁膜内に、銅を主成分としており、濃度が０．
０４ｗｔ％以下の添加元素を含む銅合金配線を形成する工程と、（Ｂ）前記第一の層間絶
縁膜上に形成された第二の層間絶縁膜内において、前記銅合金配線の上面を露出する接続
孔を形成する工程と、（Ｃ）前記接続孔の底面および側面に窒素を含む第一のバリヤメタ
ル膜を形成する工程と、（Ｄ）前記工程（Ｃ）の後に、前記接続孔に導電体を充填する工
程とを、備えている。さらに、前記所定の添加元素の濃度は、０．０１ｗｔ％以上であり
、前記所定の添加元素は、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｇａ、Ｓｎのいずれかである。したがって
、銅合金配線とビアとの接続部において、窒素と添加元素との反応を抑制できる、つまり
、高抵抗部の形成を抑制できる半導体装置を製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　発明者らは、層間絶縁膜に銅合金配線と当該銅合金配線の上面と接続するビアとが形成
されており、当該銅合金配線と当該ビアとの接続面（接続部とも把握できる）に窒素を含
むバリヤメタル膜が形成されている半導体装置に対して、電気特性を調べる実験を実施し
た。ここで、銅合金配線は、主成分であるＣｕにＡｌ等の添加元素を添加して成る。
【００３０】
　当該実験の結果、当該接続部における電気抵抗の上昇は、以下の要因により発生するこ
とが分かった。つまり、添加元素と窒素とが反応して形成される高抵抗部が、当該要因で
あると分かった。
【００３１】
　また、実験の結果、接続部における電気抵抗のばらつきは、当該添加元素濃度に依存す
ることも分かった。
【００３２】
　以下、この発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
【００３３】
　＜実施の形態１＞
　本実施の形態に係わる半導体装置の構成を示す拡大断面図を、図１に示す。図１に示す
ように当該半導体装置は、層間絶縁膜１，２、銅合金配線３、ビア４、バリヤメタル膜５
ないし８を備えている。
【００３４】
　図１において、層間絶縁膜１の表面内には銅合金配線３が配設されている。ここで、銅
合金配線３は主成分が銅（Ｃｕ）であり、当該銅に所定の添加元素が含まれている。当該
所定の添加元素は、窒素と反応することにより絶縁膜（以下、高抵抗部と称する）を形成
する元素である。当該所定の添加元素として、たとえばＡｌ，Ｓｉ，Ｇｅ、Ｇａ，Ｓｎ等
が挙げられる。また、当該所定の添加元素の濃度（含有率）は、ＩＣＰ発行分光分析法に
よる測定の結果得られる濃度値において、０．０４ｗｔ％以下、０．０１ｗｔ％以上であ
る。
【００３５】
　また、図１に示すように、層間絶縁膜２内にはビア４が形成されている。ここで、ビア
４の底部は、銅合金配線３の上面と電気的に接続している。
【００３６】
　また、図１に示すように、銅合金配線３と層間絶縁膜１との間には、第一のバリヤメタ
ル膜５、第二のバリヤメタル膜６が形成されている。また、ビア４と層間絶縁膜２との間
には、第一のバリヤメタル膜７、第二のバリヤメタル膜８が形成されている。
【００３７】
　第一のバリヤメタル膜５，７は、窒素を含む導電膜により構成されている。また、第二
のバリヤメタル膜６，８は、窒素を含まない導電膜により構成されている。
【００３８】
　ここで、第一のバリヤメタル膜５は、層間絶縁膜１側に（つまり層間絶縁膜１に接触し
て）形成されており、第一のバリヤメタル膜７は、層間絶縁膜２側に（つまり層間絶縁膜
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２に接触して）形成されている。また、第二のバリヤメタル膜６は、銅合金配線３側に（
つまり銅合金配線３に接触して）形成されており、第二のバリヤメタル膜８は、ビア４側
に（つまりビア４に接触して）形成されている。なお、銅合金配線３およびビア４との間
の接続部において、第一のバリヤメタル膜７および第二のバリヤメタル膜８が形成されて
いる。
【００３９】
　なお、第一のバリヤメタル膜５，７に含まれる窒素の濃度は、１０原子％以上、４０原
子％以下である。また、第一のバリヤメタル膜５，７の膜厚は（特に、銅合金配線３およ
びビア４の側面における第一のバリヤメタル膜５，７の膜厚は）、１ｎｍ以上、１０ｎｍ
以下である。
【００４０】
　図１からも分かるように、銅合金配線３の上面とビア４の底部との接続部には、第一の
バリヤメタル膜７が形成されている。ここで、当該接続部の全面に渡って当該第一のバリ
ヤメタル膜７は、銅合金配線３と接触している。なお、第一のバリヤメタル膜７は、上述
の通り窒素を含んでいる。
【００４１】
　また、図１に示すように、銅合金配線３とビア４との接続部に着目すると、銅合金配線
３の上面の一部に、高抵抗部６０が形成されている。当該高抵抗部６０は、銅合金配線３
に含まれる添加元素と第一のバリヤメタル膜７に含まれる窒素とが、反応することにより
形成される。
【００４２】
　ここで、窒素を含む第一のバリヤメタル膜５，７，２７，３７は、層間絶縁膜１，２，
２６，３６との接着性の良い膜であり、たとえばＴａＮ，ＴｉＮ，ＷＮ等である。
【００４３】
　また、銅合金配線３，２２，２３（銅配線４０）およびビア４，２９（銅ビア３９）と
の接着性の良い、窒素を含まない第二のバリヤメタル膜６，８，２８，３８等が形成され
ている。当該第二のバリヤメタル膜６，８，２８，３８等として、Ｔａ，Ｔｉ，Ｗ等を採
用することができる。
【００４４】
　また、銅合金配線３とビア４との接続部において、当該第二のバリヤメタル膜８はビア
４と接触している。
【００４５】
　次に、図１に示した構成を含む半導体装置の製造方法について説明する。
【００４６】
　なお下記において、銅合金配線と称する場合には、各銅合金配線は、銅合金配線３と同
じ構成である。また、第一のバリヤメタル膜と称する場合には、各第一のバリヤメタル膜
は、第一のバリヤメタル膜５，７と同じ構成である。また、第二のバリヤメタル膜と称す
る場合には、各第二のバリヤメタル膜は、第二のバリヤメタル膜６，８と同じ構成である
。
【００４７】
　はじめに、図２に示すように、ゲート電極１１を含むトランジスタが形成された半導体
基板１０を用意する。ここで、半導体基板１０の表面内には素子分離膜１２が形成されて
いる。
【００４８】
　また、図２に示すように、半導体基板１０上に酸化珪素膜（絶縁膜）１３を形成する。
その後、図２に示すように、当該酸化珪素膜１３の表面内にコンタクト電極１４を形成す
る。ここで、当該コンタクト電極１４は、半導体基板１０の表面内に形成されている活性
領域（図示せず）と電気的に接続している。
【００４９】
　次に、図３に示すように、酸化珪素膜１３上に、炭窒化珪素膜１５および低誘電率であ
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る層間絶縁膜１を当該順に形成する。次に、図４に示すように、炭窒化珪素膜１５および
層間絶縁膜１に対して溝パターン１６を形成する。ここで、当該溝パターン１６は、フォ
トリソグラフィ技術およびドライエッチング処理を用いることにより形成される。
【００５０】
　次に、溝パターン１６の底面と側面、および層間絶縁膜１上に、第一のバリヤメタル膜
５を形成する（図５）。ここで、第一のバリヤメタル膜５は、窒素を含む導電膜であり、
たとえば窒化タンタルを採用することができる。
【００５１】
　また、当該第一のバリヤメタル膜５上に、第二のバリヤメタル膜６を形成する（図５）
。ここで、第二のバリヤメタル膜６は、窒素を含まない導電膜であり、たとえばタンタル
を採用することができる。
【００５２】
　次に、図５に示すように、溝パターン１６を充填するように、第二のバリヤメタル膜６
上に銅合金１７を形成する。ここで、銅合金１７には、窒素と反応することにより絶縁膜
（高抵抗部６０）を形成する所定の添加元素（本実施の形態ではＡｌ）が含まれている。
したがって、ここでの説明では銅合金１７は、銅を主成分としたＣｕ－Ａｌ合金であると
する。
【００５３】
　Ｃｕ－Ａｌ合金の形成方法は、次のような手順で行うことができる。
【００５４】
　まず、第二のバリヤメタル膜６までの形成が終了した半導体装置に対して、スパッタリ
ング処理を施す。当該スパッタリング処理により、第二バリヤメタル膜６上にシード膜と
なるＣｕ－Ａｌ合金膜が形成される。ここで、当該Ｃｕ－Ａｌ合金膜に含まれる添加元素
（Ａｌ）の濃度は、目標濃度（これは、最終的に形成される銅合金配線３に含まれる所定
の添加元素（Ａｌ）の濃度であり、０．０４ｗｔ％以下、０．０１ｗｔ％以上の濃度であ
る）よりも高濃度である。
【００５５】
　次に、当該Ｃｕ－Ａｌ合金膜をシード膜として、電界メッキ処理を施す。当該電界メッ
キ処理により、溝パターン１６を充填するように銅が形成される。当該電界メッキ処理後
、形成途中の半導体装置に対して約３５０℃でのアニール処理を施す。当該アニール処理
により、溝パターン１６に充填された銅は、Ｃｕ－Ａｌ合金となる。また、当該アニール
処理により、当該Ｃｕ－Ａｌ合金における添加元素（Ａｌ）の濃度は、シード膜のそれと
比べて希釈化され、当該添加元素濃度は上記目標濃度となる。
【００５６】
　さてＣｕ－Ａｌ合金１７形成後、当該Ｃｕ－Ａｌ合金１７および第一、第二のバリヤメ
タル膜５，６に対して化学機械研磨（ＣＭＰ）処理を施す。これにより、図６に示すよう
に、溝パターン１６外（つまり、層間絶縁膜１上）のＣｕ－Ａｌ合金１７、第二のバリヤ
メタル膜６および第一のバリヤメタル膜５を除去し、層間絶縁膜１の表面内に銅合金配線
３を配設する。
【００５７】
　次に、図７に示すように、銅合金配線３を覆うように層間絶縁膜１上に、炭窒化珪素膜
１８および低誘電率である層間絶縁膜２を当該順に形成する。次に、図８に示すように、
炭窒化珪素膜１８および層間絶縁膜２に対して、接続孔１９および溝パターン２０を形成
する。ここで、当該接続孔１９および溝パターン２０は、フォトリソグラフィ技術とドラ
イエッチング処理とを組み合わせた公知のデュアルダマシン法を用いることにより形成さ
れる。
【００５８】
　次に、溝パターン２０の底面と側面、接続孔１９の底面と側面、および層間絶縁膜２上
に、第一のバリヤメタル膜７を形成する（図９）。ここで、第一のバリヤメタル膜７は、
窒素を含む導電膜であり、たとえば窒化タンタルを採用することができる。なお、当該第
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一のバリヤメタル膜７の形成により、当該第一のバリヤメタル膜７と接触する銅合金配線
３の上面において、高抵抗部６０が形成される。より具体的に、当該高抵抗部６０は、銅
合金配線３に添加されている添加元素（Ａｌ）と第一のバリヤメタル膜７に含まれている
の窒素とが反応することにより形成される。
【００５９】
　また、当該第一のバリヤメタル膜７上に、第二のバリヤメタル膜８を形成する（図９）
。ここで、第二のバリヤメタル膜８は、窒素を含まない導電膜であり、たとえばタンタル
を採用することができる。
【００６０】
　次に、図９に示すように、接続孔１９および溝パターン２０を充填するように、第二の
バリヤメタル膜８上にＣｕ－Ａｌ合金等の銅合金２１を形成する。なお当該銅合金２１は
、上述のＣｕ－Ａｌ合金１７の形成方法と同様に、所定のシード膜形成後、電界メッキ処
理およびアニール処理を施すことにより形成される。
【００６１】
　さて銅合金２１形成後、当該銅合金２１および第一、第二のバリヤメタル膜７，８に対
して化学機械研磨（ＣＭＰ）処理を施す。これにより、図１０に示すように、接続孔１９
および溝パターン２０外（つまり、層間絶縁膜２上）の銅合金２１、第二のバリヤメタル
膜８および第一のバリヤメタル膜７を除去し、層間絶縁膜２の表面内に銅合金配線２２お
よびビア４（当該ビア４は、Ｃｕ－Ａｌ合金等の銅合金であると把握できる）を形成する
。
【００６２】
　なお、図１０に示す製造途中の半導体装置を上方向から見た平面図を、図１１に示す。
ここで、より下層に存する銅合金配線３は点線にて、その輪郭を図示している。
【００６３】
　次に、銅合金配線２２を覆うように層間絶縁膜２上に、炭窒化珪素膜２５および低誘電
率である層間絶縁膜２６を当該順に形成する（図１２）。次に、炭窒化珪素膜２５および
層間絶縁膜２６に対して、接続孔（図示せず）および溝パターン（図示せず）を形成する
。ここで、当該接続孔および溝パターンは、フォトリソグラフィ技術とドライエッチング
処理とを組み合わせた公知のデュアルダマシン法を用いることにより形成される。
【００６４】
　次に、図９を用いて説明した手順にて、第一のバリヤメタル膜２７、第二のバリヤメタ
ル膜２８およびＣｕ－Ａｌ合金等の銅合金を形成する。その後、当該銅合金および第一、
第二のバリヤメタル膜２７，２８に対して化学機械研磨（ＣＭＰ）処理を施す。これによ
り、図１２に示すように、層間絶縁膜２６の表面内に銅合金配線３０およびビア２９（当
該ビア２９は、Ｃｕ－Ａｌ合金等の銅合金であると把握できる）を形成する。
【００６５】
　ここで、第一のバリヤメタル膜２７は、窒素を含む導電膜であり、たとえば窒化タンタ
ルを採用することができる。なお、当該第一のバリヤメタル膜２７の形成により、当該第
一のバリヤメタル膜２７と接触する銅合金配線２２の上面において、高抵抗部６０が形成
される。より具体的に、当該高抵抗部６０は、銅合金配線２２に添加されている添加元素
と第一のバリヤメタル膜２７に含まれている窒素とが反応することにより形成される。
【００６６】
　また、第二のバリヤメタル膜２８は、窒素を含まない導電膜であり、たとえばタンタル
を採用することができる。
【００６７】
　次に、銅合金配線３０を覆うように層間絶縁膜２６上に、炭窒化珪素膜３５およびフッ
素含有酸化珪素膜３６を当該順に形成する（図１３）。次に、炭窒化珪素膜３５およびフ
ッ素含有酸化珪素膜３６に対して、接続孔（図示せず）および溝パターン（図示せず）を
形成する。ここで、当該接続孔および溝パターンは、フォトリソグラフィ技術とドライエ
ッチング処理とを組み合わせた公知のデュアルダマシン法を用いることにより形成される
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。
【００６８】
　次に、図９を用いて説明した手順にて、第一のバリヤメタル膜３７、第二のバリヤメタ
ル膜３８および純銅を形成する。その後、当該純銅および第一、第二のバリヤメタル膜３
７，３８に対して化学機械研磨（ＣＭＰ）処理を施す。これにより、図１３に示すように
、層間絶縁膜３６の表面内に銅配線４０および銅ビア３９が形成される。ここで、銅配線
４０および銅ビア３９は、銅合金から構成されておらず、純銅から成る。
【００６９】
　また、第一のバリヤメタル膜３７は、窒素を含む導電膜であり、たとえば窒化タンタル
を採用することができる。なお、当該第一のバリヤメタル膜３７の形成により、当該第一
のバリヤメタル膜３７と接触する銅合金配線３０の上面において、高抵抗部６０が形成さ
れる。より具体的に、当該高抵抗部６０は、銅合金配線３０の添加元素と第一のバリヤメ
タル膜３７の窒素とが反応することにより形成される。
【００７０】
　また、第二のバリヤメタル膜３８は、窒素を含有していない導電膜であり、たとえばタ
ンタルを採用することができる。
【００７１】
　次に、銅配線４０を覆うように層間絶縁膜３６上に、炭窒化珪素膜４５および酸化珪素
膜４６を当該順に形成する（図１３）。次に、炭窒化珪素膜４５および酸化珪素膜４６に
対して、接続孔（図示せず）を形成する。
【００７２】
　次に、当該接続孔を充填するように、アルミニウムを充填する。そして、酸化珪素膜４
６上に形成されたアルミニウムを所定のパターンにパターニングすることにより、電極取
り出しのためのアルミパッド４７が形成される（図１３）。
【００７３】
　その後、当該アルミパッド４７を覆うように、保護膜として窒化珪素膜４８を形成する
（図１３）。ここで、窒化珪素膜４８は所定の開口部４９を有しており、当該開口部４９
の底部からは、アルミパッド４７が露出している（図１３）。
【００７４】
　以下の通り構成を変化させて、上記製造方法の下、図１３に示す半導体装置（つまり、
図１の構成を含む半導体装置）を複数作成した。つまり、銅合金配線の添加元素の濃度を
０から０．０１ｗｔ％まで変化させた。また、ビアのビア径を１００から１４０ｎｍまで
変化させた。なお、図１３の構成を有しており、測定のために添加元素濃度およびビア径
を変化させた複数の半導体装置を、以下では単に試料と称する。
【００７５】
　そして、当該各半導体装置を用いて下層の銅合金配線とビアとの間における電気特性、
および銅合金配線のＥＭ耐性を測定した（つまり、銅合金配線３のＥＭ耐性および、当該
銅合金配線３とビア４との間における電気抵抗特性を測定した）。
【００７６】
　図１４は、上記測定結果の一例（ＩＣＰ測定結果）であり、銅合金配線３に含有されて
いる添加元素（Ａｌ）の濃度と、銅合金配線３とビア４との間における電気抵抗のばらつ
きの関係を示す測定結果である。ここで、図１４の縦軸は銅合金配線３とビア４との間に
おける電気抵抗のばらつき（％）であり、横軸は、銅合金配線３に含有されている添加元
素（Ａｌ）の濃度（ｗｔ％）である。
【００７７】
　また、添加元素の濃度はＳＩＭＳ分析を用いて測定した、配線中心部の濃度である。な
お、当該添加元素の濃度は重量％に換算している。また、銅合金配線３とビア４との間に
おける電気抵抗のばらつきは、測定値から、（最大値－最小値）／（メジアン値の２倍）
の式を用いて導出した。ここで、「最大値」とは、一のウエハに同一条件で形成された複
数の測定対象が含まれているときの、当該測定対象の各測定結果の中での最大値である。
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また「最小値」とは、当該複数の測定結果中での最小値である。
【００７８】
　なお、ＳＩＭＳ測定とともにＩＣＰ発光分光分析法により、添加元素の濃度も測定して
いる。以下、ＩＣＰ発光分光分析法は、銅合金配線３の平均的な添加元素濃度を示してい
る。
【００７９】
　図１４の測定結果の一例（ＩＣＰ測定結果）でも分かるように、銅合金配線３における
添加元素（Ａｌ）の濃度が高いほど、銅合金配線３とビア４との間における電気抵抗のば
らつきが上昇する。また、図１４には示されていないが実験の結果、銅合金配線３におけ
る添加元素（Ａｌ）の濃度が高いほど、銅合金配線３とビア４との間における電気抵抗が
異常に上昇することも分かった。
【００８０】
　当該電気抵抗および当該電気抵抗のばらつきが上昇するのは、銅合金配線３とビア４と
の間で窒化アルミニウムを含む高抵抗部６０が形成されるからである。
【００８１】
　また上記実験の結果、添加元素の濃度が０．０４ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分析法）以下
であれば、銅合金配線３とビア４との間における電気抵抗のばらつきは、設計的に許容で
きる５０％以下になることが分かった。つまり、添加元素の濃度が０．０４ｗｔ％（ＩＣ
Ｐ発光分光分析法）以下であるなら、高抵抗部６０の形成が抑制される。
【００８２】
　したがって、銅合金配線３とビア４との間における電気抵抗のばらつきを抑制できる。
また、当該高抵抗部６０の形成が抑制されるので、ビア４と銅合金配線３との間における
電気抵抗の上昇も抑制することができる。
【００８３】
　なお実験の結果、ビア４のビア径に依存せず（より具体的には、若干は依存する）、添
加元素の濃度が０．０４ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分析法）以下であれば、上記効果を有す
ることが分かった。
【００８４】
　さらに、添加元素の濃度が０．０３ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分析法）以下であれば、銅
合金配線３とビア４との間における電気抵抗のばらつきは、ビア４のビア径に依存するこ
と無く（より具体的には、若干依存する）、より好ましい３０％以下になることが分かっ
た。
【００８５】
　さらに発明者らは上記実験の結果、銅合金配線３に含まれる添加元素の濃度が０．０１
ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分析法）以上であれば、高いＥＭ耐性が得られることを判明した
。
【００８６】
　なお、添加元素の濃度が０．０１ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分析法）未満であれば、当該
銅合金配線３のＥＭ寿命は、純銅から成る銅配線のＥＭ寿命とほとんど変わり無いことも
判明した。
【００８７】
　たとえば、ビア４のビア径が１００ｎｍである試料に関してＥＭ試験を行った結果、銅
合金配線３に含まれる添加元素の濃度が０．０１ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分析法）であれ
ば、当該銅合金配線３のＥＭ寿命は、純銅から成る銅配線のＥＭ寿命の２倍以上であった
。
【００８８】
　また、たとえば、ビア４のビア径が１００ｎｍである試料に関してＥＭ試験を行った結
果、銅合金配線３に含まれる添加元素の濃度が０．０４ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分析法）
であれば、当該銅合金配線３のＥＭ寿命は、純銅から成る銅配線のＥＭ寿命の１０倍以上
であった。



(11) JP 5014632 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【００８９】
　また、たとえば、ビア４のビア径が１００ｎｍである試料に関してＥＭ試験を行った結
果、銅合金配線３に含まれる添加元素の濃度が０．０５ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分析法）
であれば、当該銅合金配線３のＥＭ寿命は、純銅から成る銅配線のＥＭ寿命とほぼ同じで
あった。
【００９０】
　なお、上記各文献等では、銅合金配線が純銅配線よりもＥＭ耐性が優れていると開示さ
れているが、最低限必要な上記添加元素の濃度については、言及されていない。
【００９１】
　なお、上記では添加元素はＡｌであるとした。しかし添加元素がＳｉ，Ｇｅ，Ｇａ，Ｓ
ｎ等の場合にも上記と同様の効果（電気抵抗の上昇およびばらつきの抑制、およびＥＭ耐
性の向上）を得ることができた。ただし、銅合金配線３自身の抵抗を考慮すると、より抵
抗値が小さくなくＡｌが最適である。
【００９２】
　また、第一のバリヤメタル膜５としてＴａＮを用いる場合に言及した。しかし、第一の
バリヤメタル膜５がＴａＳｉＮ，ＴｉＮ，ＷＮ等の場合にも上記と同様の効果（電気抵抗
の上昇およびばらつきの抑制、およびＥＭ耐性の向上）を得ることができた。ただし、銅
等の拡散を防止するバリヤ性を考慮した場合には、ＴａＮ，ＴａＳｉＮが最適である。
【００９３】
　また、たとえば図１３に示すように、銅合金配線３（第一の銅合金配線と把握できる）
より上層（層間絶縁膜２内）に配設されており、ビア４の上面と電気的に接続している銅
合金配線２２（第二の銅合金配線と把握できる）を、さらに備えており、銅合金配線３、
銅合金配線２２およびビア４は、同じ物質構成されている。
【００９４】
　当該構成を採用することにより、銅合金配線３からビア４を介して銅合金配線２２へと
電子が流れる場合においも、当該銅合金配線２２におけるＥＭ耐性を向上させることがで
きる。
【００９５】
　また、第一のバリヤメタル膜５，７に含まれる窒素の濃度は、１０原子％以上である。
したがって、第一のバリヤメタル膜５，７のバリヤ性を維持することができる。また、第
一のバリヤメタル膜５，７に含まれる窒素の濃度は、４０原子％以下である。したがって
、第一のバリヤメタル膜５，７の高抵抗化を防止することができる。
【００９６】
　また、第一のバリヤメタル膜５，７の膜厚は（特に、銅合金配線３およびビア４の側面
における第一のバリヤメタル膜５，７の膜厚は）、１ｎｍ以上である。したがって、第一
のバリヤメタル膜５，７のバリヤ性を維持することができる。また、第一のバリヤメタル
膜５，７の膜厚は（特に、銅合金配線３およびビア４の側面における第一のバリヤメタル
膜５，７の膜厚は）、１０ｎｍ以下である。したがって、銅合金配線３およびビア４の銅
合金体積の減少による、当該銅合金配線３およびビア４の抵抗値の上昇を抑制することが
できる。
【００９７】
　＜実施の形態２＞
　発明者らは、上記実施の形態１に記載した各試料を用いて、銅合金配線の膜厚とＥＭ耐
性の関係も調べた。結果、以下に詳述するように、ＥＭ寿命の観点から、膜厚が薄い銅合
金配線ほど電流密度が高くなるので、添加元素の濃度を高濃度にしてＥＭ耐性を向上する
ことが望ましいことが判明した。
【００９８】
　上記各試料（実施の形態１で説明したように、図１３の構成を有する複数の半導体装置
であり、添加元素濃度およびビア径を変化させたもの）において、銅合金配線３とビア４
との構成におけるＥＭ耐性（ＥＭ寿命）と、銅合金配線２２とビア２９との構成における
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ＥＭ耐性（ＥＭ寿命）とを調べ、比較した。
【００９９】
　ここで、ビア４，２９のビア径は、共に１００ｎｍである。また、銅合金配線３の膜厚
は、銅合金配線２２の膜厚の６０％である（つまり、銅合金配線３の膜厚の方が、銅合金
配線２２の膜厚よりも薄い）。また、銅合金配線３における添加元素の濃度は、ＩＣＰ測
定では０．０３ｗｔ％または０．０４ｗｔ％である。また、銅合金配線２２，３０におけ
る添加元素の濃度は、０．０２ｗｔ％（ＩＣＰ測定）。
【０１００】
　当該実験の結果、銅合金配線３における添加元素の濃度が０．０３ｗｔ％である場合に
は、銅合金配線３とビア４との構成におけるＥＭ寿命は、銅合金配線２２とビア２９との
構成におけるＥＭ寿命の０．５倍であった。
【０１０１】
　また、銅合金配線３における添加元素の濃度が０．０４ｗｔ％である場合には、銅合金
配線３とビア４との構成におけるＥＭ寿命は、銅合金配線２２とビア２９との構成におけ
るＥＭ寿命とほぼ同等であった。
【０１０２】
　以上のように、銅合金配線の膜厚が薄くなるに連れてＥＭ寿命が低下することを補うた
めに、銅合金配線における添加元素の濃度を高濃度とする必要がある。なお、同じ添加元
素濃度において、銅合金配線の膜厚が薄いほどＥＭ寿命が短くなるのは、銅合金配線とビ
アとの接続部において同じ体積のボイドが形成されたとしても、銅合金配線が薄いと、そ
の分当該接続部の断線に結びつきやすいからである。
【０１０３】
　また、以下に示す抵抗値低減の観点から、上記構成からも把握できるように（たとえば
図１３に着目すると）、銅合金配線３（第一の銅合金配線と把握できる）と、当該銅合金
配線３より上方に配設されている銅合金配線２２（当第二の銅合金配線と把握できる。こ
こで、当該第二の銅合金配線の膜厚は、第一の銅合金配線の膜厚よりも厚い）とは、以下
の関係を満たすことが望ましい。
【０１０４】
　つまり、銅合金配線２２の添加元素の濃度は、銅合金配線３の添加元素の濃度以下であ
ることが望ましい。当該添加元素の規制に伴い、膜厚が厚い銅合金配線２２の抵抗値の上
昇を当該規制に応じて抑制することができる。なお、銅合金配線２２は、合金でなく純銅
で構成されていることが、より好ましい。
【０１０５】
　＜実施の形態３＞
　図１５に、本実施の形態に係わる半導体装置の構成を示す拡大断面図を示す。図１と図
１５との比較から分かるように、本実施の形態に係わる半導体装置と実施の形態１に係わ
る半導体装置とは、以下の点を除いて、同一である。
【０１０６】
　つまり図１５に示すように、本実施の形態に係わる半導体装置では、銅合金配線３とビ
ア４との接続部において、第一のバリヤメタル膜７が除去されている。したがって、当該
接続部において、ビア４は、第二のバリヤメタル膜８のみを介して銅合金配線３と電気的
に接続されている。
【０１０７】
　ここで、第一のバリヤメタル膜７は、実施の形態１でも説明したように、窒素を含む導
電膜である。また第二のバリヤメタル膜８は、窒素を含まない導電膜である。
【０１０８】
　なお、後述する製造工程からも分かるように、本実施の形態に係わる半導体装置におい
ても、当該接続部付近の銅合金配線３には、高抵抗部６０が形成される。また、後述する
製造工程からも分かるように、当該接続部付近の銅合金配線３は、一部凹み得る。
【０１０９】
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　なお、図１５から分かるように、層間絶縁膜２とビア４との間には、第一のバリヤメタ
ル膜７が形成されている。したがって、図１５の丸印の部分に着目すると、当該第一のバ
リヤメタル膜７の端部は、銅合金配線３の上面と接続している。
【０１１０】
　その他の構成は、実施の形態１に係わる半導体装置の構成と同じである。したがって、
ここでの他の構成の説明は省略する。
【０１１１】
　次に、図１５に示した構成（つまり、銅合金配線３とビア４との接続部には第一のバリ
ヤメタル膜７が形成されておらず、当該銅合金配線３の上面が、ビア４の側面に形成され
ている第一のバリヤメタル膜７の端部と接続しており、また当該接続部において第二のバ
リヤメタル膜８のみが形成されている構成）を含む半導体装置の製造方法について説明す
る。
【０１１２】
　まず、実施の形態１で説明した図１から図８までの工程を実施する。
【０１１３】
　次に、溝パターン２０の底面と側面、接続孔１９の底面と側面、および層間絶縁膜２上
に、第一のバリヤメタル膜７を形成する（図１６）。
【０１１４】
　ここで、第一のバリヤメタル膜７は、窒素を含む導電膜であり、たとえば窒化タンタル
を採用することができる。なお、当該第一のバリヤメタル膜７の形成により、当該第一の
バリヤメタル膜７と接触する銅合金配線３の上面には、高抵抗部６０が形成される。当該
高抵抗部６０は、銅合金配線３に添加されている添加元素（Ａｌ）と第一のバリヤメタル
膜７に含まれている窒素とが反応することにより形成される。
【０１１５】
　次に、第一のバリヤメタル膜７の形成を行ったチャンバー内で、アルゴンイオン（Ａｒ
+）を用いたスパッタエッチング処理を施す。
【０１１６】
　これにより、図１７に示すように、層間絶縁膜２上、溝パターン２０の底部上、および
接続孔１９の底部上の第一のバリヤメタル膜７が除去される。なお通常、図１６の工程に
おいて最表面に該当する層間絶縁膜２上に形成される第一のバリヤメタル膜７は、溝パタ
ーン１６等内に形成されるものよりも、膜厚が厚い。したがって、層間絶縁膜２上の第一
のバリヤメタル膜７は少し残存し得る。
【０１１７】
　したがって、第一のバリヤメタル膜７は、溝パターン２０の側面部および接続孔１９の
側面部のみに残存する（図１７）。また、上述の通り、層間絶縁膜２上にも第一のバリヤ
メタル膜７は残存し得る。
【０１１８】
　図１７において、接続孔１９の下方に存する銅合金配線３の上面に着目する。すると、
当該銅合金配線３の上面は、当該接続孔１９の側面に形成されている第一のバリヤメタル
膜７の端部と接続されている。当該接続されている部分以外である、高抵抗部６０が形成
されている当該銅合金配線３の上面は、接続孔１９の底部から露出している。
【０１１９】
　なお、当該スパッタエッチング処理により、図１７に示すように、接続孔１９の下方に
存する銅合金配線３の上面の一部、および溝パターン２０の下方に存する層間絶縁膜２の
一部がエッチングされることもある。
【０１２０】
　また、当該スパッタエッチング処理により、第一のバリヤメタル膜７が除去されると、
チャンバー内に窒素が放出される。したがって、当該放出された窒素の影響により、接続
孔１９の底部から露出する銅合金配線３の上面部分において、高抵抗部６０の形成が若干
進行される。
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【０１２１】
　さて第一のバリヤメタル膜７の一部を除去した後、図１８に示すように、層間絶縁膜２
上方、溝パターン２０の側面部と底面部、および接続孔１９の側面部と底面部に、第二の
バリヤメタル膜８を形成する。
【０１２２】
　したがって、図１８からも分かるように、溝パターン２０の底面部、および接続孔１９
の底面部には、第二のバリヤメタル膜８のみが形成される。一方、層間絶縁膜２の上面、
溝パターン２０の側面部および接続孔１９の側面部には、第一のバリヤメタル膜７と第二
のバリヤメタル膜８とが形成される（なお、層間絶縁膜２に接触して第一のバリヤメタル
膜７が形成されており、当該第一のバリヤメタル膜７上に第二のバリヤメタル膜８が形成
されている）。
【０１２３】
　ここで、第二のバリヤメタル膜８は、窒素を含まない導電膜であり、たとえばタンタル
を採用することができる。
【０１２４】
　次に、図１９に示すように、接続孔１９および溝パターン２０を充填するように、第二
のバリヤメタル膜８上に、銅合金２１を形成する。ここで当該銅合金２１は、実施の形態
１と同様であり、所定の添加元素としてＡｌを含むＣｕ－Ａｌ合金である。なお当該銅合
金２１は、実施の形態１で説明したように、所定のシード膜形成後、電界メッキ処理およ
びアニール処理を施すことにより形成される。
【０１２５】
　さて銅合金２１形成後、当該銅合金２１、第二のバリヤメタル膜８および第一のバリヤ
メタル膜７に対して化学機械研磨（ＣＭＰ）処理を施す。これにより、図２０に示すよう
に、接続孔１９および溝パターン２０外（つまり、層間絶縁膜２上）の銅合金２１、第二
のバリヤメタル膜８および第一のバリヤメタル膜７を除去し、層間絶縁膜２の表面内に銅
合金配線２２およびビア４を形成する。なお、上記工程からも分かるように、ビア４はＣ
ｕ－Ａｌ合金等の銅合金から構成されている。
【０１２６】
　なお、次以降の工程からアルミパッド４７および保護膜である窒化珪素膜４８を形成す
るまでの工程は、図１２，１３を用いて説明した工程と同じである（実施の形態１の対応
部分参照）。したがって、以降の工程の説明は、省略する。
【０１２７】
　発明者らは、本実施の形態に係わる半導体装置の効果と実施の形態１に係わる半導体装
置の効果とを比較する実験を行った。実験のための試料として次のものを用意した。
【０１２８】
　銅合金配線３の添加元素濃度が０．０４ｗｔ％（ＩＣＰ測定）、銅合金配線２２の添加
元素濃度が０．０３ｗｔ％（ＩＣＰ測定）である、図１３に示した構成の半導体装置を用
意した（実施の形態１に係わる半導体装置、以下試料Ａと称する）。さらに、銅合金配線
３の添加元素濃度が０．０４ｗｔ％（ＩＣＰ測定）、銅合金配線２２の添加元素濃度が０
．０３ｗｔ％（ＩＣＰ測定）である、たとえば図２０に示した構成を有する半導体装置を
用意した（本実施の形態に係わる半導体装置、以下試料Ｂと称する）。
【０１２９】
　実験の結果、試料Ａにおいて、銅合金配線３とビア４との接続部における電気抵抗のば
らつきが５０％であるのに対して、試料Ｂでは、４０％にまで低減することができた。
【０１３０】
　また、試料Ｂにおける銅合金配線３とビア４との接続部の平均的な電気抵抗は、試料Ａ
のそれの６０％であった。これは、試料Ａの接続部では、第一のバリヤメタル膜７、第二
のバリヤメタル膜８が形成されているのに対し、試料Ｂでは、第二のバリヤメタル膜８の
みが形成されているからである。つまり、試料Ｂの方がバリヤメタル膜全体の膜厚が薄い
からである。
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【０１３１】
　本実施の形態に係わる半導体装置では、上記工程からも分かるように、銅合金配線３の
上面と第一のバリヤメタル膜７とが接触する機会がある。また、第一のバリヤメタル膜７
の除去の際に、当該銅合金配線３の上面は窒素を含む雰囲気に晒される。また、完成品に
おいて第一のバリヤメタル膜７の一部と当該銅合金配線３の上面が、接触面積が小さいも
のの接触している。しかし、本実施の形態においても、銅合金配線３の添付元素の濃度を
実施の形態１で示した範囲に限定している。
【０１３２】
　よって、本実施の形態に係わる半導体装置においても、実施の形態１と同様に、銅合金
配線３とビア４との接続部における電気抵抗の低減および、当該電気抵抗のばらつきを抑
制する効果を有する。
【０１３３】
　さらに本実施の形態に記載した実験結果からも分かるように、本実施の形態に係わる半
導体装置を採用することにより、実施の形態１に係わる半導体装置よりも、銅合金配線と
ビアとの接続部における電気抵抗の低減および、当該電気抵抗のばらつきの抑制が可能と
なる。
【０１３４】
　なお、実施の形態１に係わる半導体装置では、銅合金配線３の上面と第一のバリヤメタ
ル膜７との接触面積は大きい。しかし、実施の形態１に係わる半導体装置は、本実施の形
態と比較して、第一のバリヤメタル膜７の除去工程が無い分、製造工程の簡略化を図るこ
とができる。
【０１３５】
　一方、上述の通り、本実施の形態に係わる半導体装置は、実施の形態１に係わる半導体
装置と比較して製造工程が若干増える。しかし、銅合金配線３の上面と第一のバリヤメタ
ル膜７との接触面積を、実施の形態１の場合と比較して、小さくできる（本実施の形態で
は、上述の通り層間絶縁膜２とビア４側面との間に形成されている第一のバリヤメタル膜
７の端部が、銅合金配線３の上面と僅かに接触する程度である）。
【０１３６】
　よって、高抵抗部６０の形成を抑制できるので、銅合金配線３とビア４との接続部にお
ける電気抵抗をより低減することができ、かつ当該電気抵抗のばらつきをより抑制するこ
とができる。
【０１３７】
　また、図１５の構成において、銅合金（Ｃｕ－Ａｌ合金）から成るビア４は、当該Ｃｕ
－Ａｌ合金からシード膜を形成後、メッキ処理（メッキ処理後の熱処理も含む）を施すこ
とにより形成される。したがって、通常ビア４の内部よりも外周部の方がＡｌの濃度が高
くなる傾向にある。
【０１３８】
　もし、第一のバリヤメタル膜７および第二のバリヤメタル膜８が共に、銅合金配線３と
銅合金（Ｃｕ－Ａｌ合金）から成るビア４との接続部には形成されていないなら、第一の
バリヤメタル膜７に含有される窒素と、ビア４の外周部付近に含有されるＡｌとが反応を
起こし易くなる。つまり、高抵抗部６０の形成が促進される。
【０１３９】
　しかし、本実施の形態では図１５に示すように、第一のバリヤメタル膜７は、銅合金配
線３と銅合金（Ｃｕ－Ａｌ合金）から成るビア４との接続部には形成されていない。また
、第二のバリヤメタル膜８は、上記銅合金配線３と上記ビア４との接続部に形成されてい
る（なお、当該接続部において第一のバリヤメタル膜７が除去されている構成をパンチス
ルー構造と称する）。
【０１４０】
　したがって、第二のバリヤメタル膜８がバリヤとして機能し、第一のバリヤメタル膜７
に含有される窒素と、ビア４の外周部付近に含有されるＡｌとが反応を抑制することがで
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きる。よって、本実施の形態に係わる半導体装置を採用することにより、銅合金配線３と
ビア４との接続部における高抵抗部６０の形成をより抑制することができる。
【０１４１】
　なお、図２１に示すように、上記パンチスルー構造が上層のビアと下層のビアとで連続
して形成されていても良い。
【０１４２】
　図２１に示す構造を説明すると、層間絶縁膜８０内に第一のビア８１、第一の銅合金配
線８２、第二のビア８３、および第二の銅合金配線８４が形成されている。
【０１４３】
　ここで、第一のビア８１、第一の銅合金配線８２、第二のビア８３、および第二の銅合
金配線８４は、主成分である銅（Ｃｕ）にＡｌを添加されている。また、第一の銅合金配
線８２は、第一のビア８１の底部と電気的に接続されている。また、第二のビア８３は、
第一の銅合金配線８２の底部と電気的に接続されている。また、第二の銅合金配線８４は
、第二のビア８３の底部と電気的に接続されている。
【０１４４】
　また、図２１に示すように、窒素を含有する第一のバリヤメタル膜８５は、層間絶縁膜
８０と、第一のビア８１の側面および第二のビア８３の側面との間に形成されている。ま
た、第一のバリヤメタル膜８５は、層間絶縁膜８０と第一の銅合金配線８２，８４との間
にも形成されている。
【０１４５】
　ここで、第一のバリヤメタル膜８５は、層間絶縁膜８０と接触しており、第一の銅合金
配線８２と第一のビア８１との接続部には形成されておらず、第二の銅合金配線８４と第
二のビア８３との接続部には形成されていない。
【０１４６】
　また、窒素を含有しない第二のバリヤメタル膜８６は、層間絶縁膜８０と、第一のビア
８１の側面および第二のビア８３の側面との間に形成されている。また、第二のバリヤメ
タル膜８６は、層間絶縁膜８０と第一の銅合金配線８２，８４との間にも形成されている
。
【０１４７】
　ここで、第二のバリヤメタル膜８６は、第一のビア８１および第二のビア８３と接触し
ており、第一の銅合金配８２線と第一のビア８１との接続部に形成されており、第二の銅
合金配線８４と第二のビア８３との接続部に形成されている。
【０１４８】
　当該パンチスルー構造が連続する場合にも、当然に本実施の形態に記載した効果を有し
ている。
【０１４９】
　＜実施の形態４＞
　次に、図１５に示した構成（つまり、銅合金配線３とビア４との接続部には第一のバリ
ヤメタル膜７が形成されておらず、当該銅合金配線３の上面が、ビア４の側面に形成され
ている第一のバリヤメタル膜７の端部と接続しており、また当該接続部において第二のバ
リヤメタル膜８のみが形成されている構成）を含む半導体装置の他の製造方法について説
明する。
【０１５０】
　まず、実施の形態１で説明した図１から図８までの工程を実施する。
【０１５１】
　次に、溝パターン２０の底面と側面、接続孔１９の底面と側面、および層間絶縁膜２上
に、第一のバリヤメタル膜７を形成する（図２２）。
【０１５２】
　ここで、第一のバリヤメタル膜７は、窒素を含む導電膜であり、たとえば窒化タンタル
を採用することができる。なお、当該第一のバリヤメタル膜７の形成により、当該第一の
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バリヤメタル膜７と接触する銅合金配線３の上面において、高抵抗部６０が形成される。
当該高抵抗部６０は、銅合金配線３に添加されている添加元素（Ａｌ）と第一のバリヤメ
タル膜７に含まれる窒素とが反応することにより形成される。
【０１５３】
　次に、当該第一のバリヤメタル膜７上に、第二のバリヤメタル膜８を形成する（図２２
）。ここで、第二のバリヤメタル膜８は、窒素を含まない導電膜であり、たとえばタンタ
ルを採用することができる。
【０１５４】
　次に、バリヤメタル膜７，８の形成を行ったチャンバー内で、アルゴンイオン（Ａｒ+

）を用いたスパッタエッチング処理を施す（図２３）。
【０１５５】
　これにより、図２３に示すように、溝パターン２０の底部上、および接続孔１９の底部
上のバリヤメタル膜７，８が除去される。なお通常、図２２の工程において最表面に該当
する層間絶縁膜２上に形成されるバリヤメタル膜７，８は、溝パターン２０や接続孔１９
内に形成されるものよりも、膜厚が厚い。したがって、層間絶縁膜２上の第一のバリヤメ
タル膜７は残存し得る。
【０１５６】
　したがって、バリヤメタル膜７，８は、溝パターン２０の側面部および接続孔１９の側
面部のみに残存する（図２３）。また、上述の通り、層間絶縁膜２上には第一のバリヤメ
タル膜７が残存し得る。
【０１５７】
　図２３において、銅合金配線３の上面に着目する。すると、当該銅合金配線３の上面は
、当該接続孔１９の側面に形成されている第一のバリヤメタル膜７の端部と接続されてい
る。また当該銅合金配線３の上面の一部は、接続孔１９の底部から露出している。
【０１５８】
　なお、当該スパッタエッチング処理により、図２３に示すように、接続孔１９の下方に
存する銅合金配線３の上面の一部、および溝パターン２０の下方に存する層間絶縁膜２の
一部がエッチングされることもある。
【０１５９】
　なお、第一のバリヤメタル膜７が第二のバリヤメタル膜８で覆われている状態において
、上記スパッタエッチング処理が施される。よって、チャンバー内に放出される窒素の量
を抑制することができる。したがって、接続孔１９の底部から露出する銅合金配線３の部
分における、高抵抗部６０の形成を抑制することができる。
【０１６０】
　さて、上記スパッタエッチング処理後、次に、図２４に示すように、バリヤメタル膜７
，８上および接続孔１９の底部に、第三のバリヤメタル膜５０を形成する。ここで、当該
第三のバリヤメタル膜５０は、窒素を含まない導電膜であり、たとえばタンタルを採用す
ることができる。
【０１６１】
　次に、図２５に示すように、接続孔１９および溝パターン２０を充填するように、第三
のバリヤメタル膜５０上に銅合金２１を形成する。ここで当該銅合金２１は、主成分であ
る銅（Ｃｕ）に所定の添加元素としてＡｌを含むＣｕ－Ａｌ合金等を採用できる。なお当
該銅合金２１は、所定のシード膜形成後、電界メッキ処理およびアニール処理を施すこと
により形成される。
【０１６２】
　さて銅合金２１形成後、当該銅合金２１およびバリヤメタル膜７，５０に対して化学機
械研磨（ＣＭＰ）処理を施す。これにより、図２６に示すように、接続孔１９および溝パ
ターン２０外（つまり、層間絶縁膜２上）の銅合金２１、およびバリヤメタル膜７，５０
を除去し、層間絶縁膜２の表面内に銅合金配線２２およびビア４を形成する。上記構成か
らも明らかなように、ビア４は、Ｃｕ－Ａｌ合金等の銅合金から構成されている。
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【０１６３】
　なお、次以降の工程からアルミパッド４７および保護膜である窒化珪素膜４８を形成す
るまでの工程は、図１２，１３を用いた説明した工程と同じである（実施の形態１の対応
部分参照）。したがって、以降の工程の説明は、省略する。
【０１６４】
　発明者らは、本実施の形態に係わる半導体装置の効果と実施の形態１に係わる半導体装
置の効果とを比較する実験を行った。実験のための試料として次のものを用意した。
【０１６５】
　銅合金配線３の添加元素濃度が０．０４ｗｔ％（ＩＣＰ測定）、銅合金配線２２の添加
元素濃度が０．０３％（ＩＣＰ測定）である、図１３に示した構成の半導体装置を用意し
た（実施の形態１に係わる半導体装置、以下試料Ａと称する）。さらに、銅合金配線３の
添加元素濃度が０．０４ｗｔ％（ＩＣＰ測定）、銅合金配線２２の添加元素濃度が０．０
３％（ＩＣＰ測定）である、たとえば図２６に示した構成を有する半導体装置を用意した
（本実施の形態に係わる半導体装置、以下試料Ｃと称する）。
【０１６６】
　実験の結果、試料Ａにおいて、銅合金配線３とビア４との接続部における電気抵抗のば
らつきが５０％であるのに対して、試料Ｃでは、２０％にまで低減することができた。
【０１６７】
　試料Ｃにおける当該電気抵抗のばらつき抑制効果は、上記試料Ｂよりも優れている。こ
れは、上述したように、第一のバリヤメタル膜７が第二のバリヤメタル膜８で覆われてい
る状態において、上記スパッタエッチング処理が施される（図２３）。よって、チャンバ
ー内に放出される窒素の量を抑制することができる。したがって、接続孔１９の底部から
露出する銅合金配線３の部分における、高抵抗部６０の形成を抑制することができるから
である。
【０１６８】
　また、試料Ｃにおける銅合金配線３とビア４との接続部の平均的な電気抵抗は、試料Ａ
のそれの６０％であった。これは、試料Ａの接続部では、第一のバリヤメタル膜７、第二
のバリヤメタル膜８が形成されているのに対し、試料Ｃでは、第二のバリヤメタル膜５０
のみが形成されているからである。つまり、試料Ｃの方がバリヤメタル膜全体の膜厚が薄
いからである。
【０１６９】
　以上のように、本実施の形態に係わる半導体装置を採用することにより、実施の形態１
に係わる半導体装置よりも、銅合金配線とビアとの接続部における電気抵抗の低減および
、当該電気抵抗のばらつきの抑制が可能となる。
【０１７０】
　また、本実施の形態に係わる半導体装置では、第三のバリヤメタル膜５０が形成されて
いる。したがって、銅合金配線２２の底部から層間絶縁膜２への銅等の拡散を防止するこ
とができる。
【０１７１】
　本実施の形態に係わる半導体装置では、上記工程からも分かるように、銅合金配線３の
上面と第一のバリヤメタル膜７とが接触する機会がある。また、完成品において第一のバ
リヤメタル膜７の一部（つまり、層間絶縁膜２とビア４の側面との間に形成されている、
バリヤメタル膜７の端部）と当該銅合金配線３の上面が、接触面積が小さいものの接触し
ている。しかし、本実施の形態においても、銅合金配線３の添付元素の濃度を実施の形態
１で示した範囲に限定している。
【０１７２】
　よって、本実施の形態に係わる半導体装置においても、実施の形態１と同様に、銅合金
配線３とビア４との接続部における電気抵抗の低減および、当該電気抵抗のばらつきを抑
制する効果を有する。
【０１７３】
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　さらに本実施の形態に記載した実験結果からも分かるように、本実施の形態に係わる半
導体装置を採用することにより、実施の形態１に係わる半導体装置よりも、銅合金配線と
ビアとの接続部における電気抵抗の低減および、当該電気抵抗のばらつきの抑制が可能と
なる。
【０１７４】
　なお、実施の形態３に係わる半導体装置では、第三のバリヤメタル膜５０を必要としな
い分、本実施の形態の場合と比較して工程数が少ない。しかし、第一のバリヤメタル膜７
の除去の際に、銅合金配線３の上面が窒素を含む雰囲気に晒され、高抵抗部６０の形成が
起こり易い。
【０１７５】
　一方、上述の通り、本実施の形態に係わる半導体装置は、第三のバリヤメタル膜５０が
形成されるので製造工程が若干増える。しかし、上述したように、上記スパッタエッチン
グ処理（図２３）の際に、チャンバー内に放出される窒素の量を抑制できる。
【０１７６】
　したがって、接続孔１９の底部から露出する銅合金配線３の部分における、高抵抗部６
０の形成を抑制することができる。よって、銅合金配線３とビア４との接続部における電
気抵抗をより低減することができ、かつ当該電気抵抗のばらつきをより抑制することがで
きる。
【０１７７】
　なお、本実施の形態においても、第一のバリヤメタル膜７は、銅合金配線３と銅合金（
Ｃｕ－Ａｌ合金）から成るビア４との接続部には形成されていない。また、第二のバリヤ
メタル膜８は、上記銅合金配線３と上記ビア４との接続部に形成されている（なお、当該
接続部において第一のバリヤメタル膜７が除去されている構成をパンチスルー構造と称す
る）。
【０１７８】
　したがって、第二のバリヤメタル膜８がバリヤとして機能し、第一のバリヤメタル膜７
に含有される窒素と、ビア４の外周部付近に含有されるＡｌとが反応を抑制することがで
きる。よって、本実施の形態に係わる半導体装置を採用することにより、銅合金配線３と
ビア４との接続部における高抵抗部６０の形成をより抑制することができる。
【０１７９】
　なお、実施の形態３で説明したように、本実施の形態に係わる上記パンチスルー構造が
上層のビアと下層のビアとで連続して形成されていても良い（図２７）。
【０１８０】
　図２７に示す構造を説明すると、層間絶縁膜８０内に第一のビア８１、第一の銅合金配
線８２、第二のビア８３、および第二の銅合金配線８４が形成されている。
【０１８１】
　ここで、第一のビア８１、第一の銅合金配線８２、第二のビア８３、および第二の銅合
金配線８４は、主成分である銅（Ｃｕ）にＡｌが添加されている。また、第一の銅合金配
線８２は、第一のビア８１の底部と電気的に接続されている。また、第二のビア８３は、
第一の銅合金配線８２の底部と電気的に接続されている。また、第二の銅合金配線８４は
、第二のビア８３の底部と電気的に接続されている。
【０１８２】
　また、図２７に示すように、第一のビア８１および第二のビア８３の側面には、層間絶
縁膜８０からビア内部に向かって、第一のバリヤメタル膜８５、第二のバリヤメタル膜８
６および第三のバリヤメタル膜５０が当該順に積層されている。ここで、第一のバリヤメ
タル膜８５は、窒素を含むバリヤメタル膜である。また、第二のバリヤメタル膜８６およ
び第二のバリヤメタル膜５０は、窒素を含まないバリヤメタル膜である。
【０１８３】
　また、図２７に示すように、第一の銅合金配線８２の側面には、層間絶縁膜８０から配
線内部に向かって、第一のバリヤメタル膜８５、第二のバリヤメタル膜８６および第三の
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バリヤメタル膜５０が当該順に積層されている。また、第一の銅合金配線８２の底部は、
第三のバリヤメタル膜５０のみが形成されている。
【０１８４】
　また、図２７に示すように、第一のビア８１と第一の銅合金配線８２との接続部には、
第三のバリヤメタル膜５０のみが形成されている。また、第二のビア８３と第二の銅合金
配線８４との接続部には、第三のバリヤメタル膜６０のみが形成されている。つまり、各
ビア８１，８３と各銅合金配線８２，８４との接続部には、窒素を含む第一のバリヤメタ
ル膜８５が形成されていない。
【０１８５】
　当該パンチスルー構造が連続する場合にも、当然に本実施の形態に記載した効果を有し
ている。
【０１８６】
　また本発明に係わる半導体装置において（たとえば図１３に着目すると）、層間絶縁膜
１，２，２６，３６は、ＳｉＯＣ膜であっても、ＦＳＧ（ＳｉＯＦ）膜等の比誘電率が異
なる膜であっても良い。層間絶縁膜１，２，２６，３６として、これらの膜を使用するこ
とにより、寄生容量の低減を図ることができる。なお、ＳｉＯＣ膜の方が、ＦＳＧ膜より
も寄生容量の低減を図ることができる。
【０１８７】
　また、本発明に係わる半導体装置の構造に着目すると（たとえば図１３に着目すると）
、第一のデュアルダマシン構造と第二のデュアルダマシン構造とが含まれいる。
【０１８８】
　ここで、第一のデュアルダマシン構造は、層間絶縁膜２６内に配設されており、銅配線
４０よりも膜厚の薄い銅合金配線３０（第一の配線と把握できる）と、銅合金から成るビ
ア２９（第一のビアと把握できる）とから構成されている。また第一のデュアルダマシン
構造において、銅ビア３９の底部と銅合金配線３０の上面とが接続されている。ここで、
第一のデュアルダマシン構造は、主成分であるＣｕに添加元素としてＡｌを付加して成る
。
【０１８９】
　また第二のデュアルダマシン構造は、層間絶縁膜３６内に配設されており、銅合金配線
３０よりも膜厚の厚い銅配線４０（第二の配線と把握できる）と銅ビア３９（第二のビア
と把握できる）から構成されており、純銅から成る。
【０１９０】
　当該第一のデュアルダマシン構造と第二のデュアルダマシン構造とを備えることにより
、当該構造を有する半導体装置は、第二のデュアルダマシン構造における抵抗値を、第一
のデュアルダマシン構造における抵抗値よりも低減することができる。これにより、より
上層に配設されており、より膜厚の厚い銅配線４０を、より下層に存する銅合金配線３０
よりも長距離に渡り配設することが可能となる。
【０１９１】
　なお、上記第一、第二のデュアルダマシン構造において、より上層に存する銅ビア３９
の径を、より下層に存するビア２９の径よりも大きくする。これにより、より第二のデュ
アルダマシン構造の抵抗を第一のデュアルダマシン構造の抵抗よりも小さくすることがで
きる。
【０１９２】
　また、上記第一、第二のデュアルダマシン構造において、銅ビア３９の底部と銅合金配
線３０の上面と間の接続部には、たとえば図１３に示したように、少なくとも窒素を含む
第一のバリヤメタル膜３７が形成されている。したがって、当該接続部において銅合金配
線３０の上面には、高抵抗部６０が形成される。
【０１９３】
　しかし、銅合金配線３９に含まれるＡｌの濃度は、０．０４ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分
析法）以下であるので、高抵抗部６０の形成を抑制することができる。また、当該Ａｌの
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濃度は、０．０１ｗｔ％（ＩＣＰ発光分光分析法）以上であるので、銅合金配線３９にお
けるＥＭ耐性を向上させることができる。
【０１９４】
　また、上記第一、第二のデュアルダマシン構造において（たとえば図１３に着目すると
）、第二のデュアルダマシン構造と層間絶縁膜３６との間には、層間絶縁膜３６と接触す
るように、窒素を含む第一のバリヤメタル膜３７が形成されている。また、第二のデュア
ルダマシン構造と層間絶縁膜３６との間には、銅配線４０および銅ビア３９と接触するよ
うに、窒素を含まない第二のバリヤメタル膜３８が形成されている。
【０１９５】
　当該構成は、窒素を含む第一のバリヤメタル膜３７の方が、第二のバリヤメタル膜３８
よりも層間絶縁膜３６との密着性が良く、窒素を含まない第二のバリヤメタル膜３８の方
が、第一のバリヤメタル膜３７よりも銅（Ｃｕ）との密着性が良いという理由に依拠して
いる。
【図面の簡単な説明】
【０１９６】
【図１】実施の形態１に係わる半導体装置の要部構成を示す拡大断面図である。
【図２】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図である
。
【図３】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図である
。
【図４】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図である
。
【図５】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図である
。
【図６】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図である
。
【図７】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図である
。
【図８】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図である
。
【図９】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図である
。
【図１０】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図１１】製造途中である半導体装置を上面から見た場合の様子を示す平面図である。
【図１２】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図１３】実施の形態１に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図１４】添加元素の濃度と抵抗のばらつきとの関係を測定した実験結果を示す図である
。
【図１５】実施の形態３に係わる半導体装置の要部構成を示す拡大断面図である。
【図１６】実施の形態３に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図１７】実施の形態３に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図１８】実施の形態３に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図１９】実施の形態３に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。



(22) JP 5014632 B2 2012.8.29

10

20

【図２０】実施の形態３に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図２１】実施の形態３に係わる構成が下層－上層に渡って連続して含まれている様子を
示す断面図である。
【図２２】実施の形態４に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図２３】実施の形態４に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図２４】実施の形態４に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図２５】実施の形態４に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図２６】実施の形態４に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【図２７】実施の形態４に係わる構成が下層－上層に渡って連続して含まれている様子を
示す断面図である。
【符号の説明】
【０１９７】
　１，２　層間絶縁膜、３，２２，３０　銅合金配線、４，２９　ビア、５，７　第一の
バリヤメタル膜（窒素を含むバリヤメタル膜）、６，８　第二のバリヤメタル膜（窒素を
含まないバリヤメタル膜）、１９　接続孔、３９　銅ビア、４０　銅配線、５０　第三の
バリヤメタル膜（窒素を含まないバリヤメタル膜）、６０　高抵抗部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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